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◀区 ◀なかの区報
● 区内各家庭の郵便受けなどに配布しています。情報活用後は、資源として古紙の集団回収へ

中野の農業

中野区教育委員候補者の
人材推薦登録を実施します

　区長が教育委員候補者を選任するに当たり、幅広い人材の中から教育課題に的確に対応できる人材を発掘す
るため、区には「中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組み」があります。この仕組みは自ら教育委
員を目指す方（自薦）、区民のみなさんが教育委員にふさわしいと考える方（他薦）を登録するものです。
　このたび、4年に一度の登録実施時期を迎えるため、自薦･他薦の申し込みを次のとおり受け付けます。
☆登録者の中から教育委員候補者が必ず選定されるというものではありません

総務係／6階　☎（3228）8811　FAX（3228）5647

10月17日現在、次の全ての要件を満たしている方
⚫�中野区長の被選挙権を有する（満25歳以上。
　区内在住であるか否かは問いません）
⚫破産者の場合は、復権を得ている
⚫禁錮以上の刑に処せられた者ではない

教育委員候補者
人材推薦登録の仕組み

☆他薦は、一人1回限り。必要に応じ
て、推薦書に記載された被推薦者、推
薦者に対し、記載事項の照会を行いま
す。被推薦者には、教育委員候補者人
材登録についての意思確認を行い、登
録の意思がある方については、他薦登
録申込書等を提出後に、「他薦登録者」
として登録します

☆登録者のプロフィール、教育委員になった際に
取り組む課題等は、冊子にまとめ、区 などで
公表します（12月ごろ）。なお、12月21日（土）に
意見発表会を実施します

☆推薦書は複写やハガキ（被推薦者の氏名･住
所、推薦理由、推薦者の氏名（自署）･住所･生年
月日を記入）も可

10月18日〜11月8日必着。所定の
申込書･推薦書を郵送または直接、
総務係へ（自薦は電子申請も可）。

自薦

人材推薦登録

⚫�登録者のプロフィールなどを冊子に
まとめ、公表（12月）
⚫登録者の意見発表会（12月）

登録せず

他薦

⚫�推薦無効
⚫�本人希望なし

右の登録の
仕組み以外
による人材

10月17日現在、次の全ての
要件を満たしている方
⚫満18歳以上
⚫区内在住で、住民基本台帳に
　登録されている

教育委員候補者として登録できる方
（自薦･他薦）

中野区教育委員が任命されるまでの流れ

幅広い人材

▼

▼

▼

申込書類の
配布場所

申込

人材を推薦できる方
（他薦）

区長が教育委員候補者を選定

区議会の同意

区長が教育委員を任命

区 、区民活動センター、
すこやか福祉センター、
区役所6階窓口
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までに推薦を


